
鈴鹿市行政組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月２５日 

 

鈴鹿市長 末 松 則 子 

 

鈴鹿市規則第１６号 

鈴鹿市行政組織規則の一部を改正する規則 

鈴鹿市行政組織規則（平成９年鈴鹿市規則第７号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように

改める。 

改 正 後 改 正 前 

（定義） （定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるものとす

る。 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるものとす

る。 

(１) 本庁機関 鈴鹿市行政組織条例第２条

に規定する部及び会計管理者の補助組織を

いう。 

(１) 本庁機関 鈴鹿市行政組織条例第２条

に規定する部及び技術監理契約課並びに会

計管理者の補助組織をいう。 

(２)  略 (２)  略 

（課及びグループの設置） （課及びグループの設置） 

第３条 鈴鹿市行政組織条例第２条の規定によ

り設けられた部の事務を分掌させるため、次

の表の左欄に掲げる部に、同表の中欄に掲げ

る課及び同表の右欄に掲げるグループを、そ

れぞれ置く。 

第３条 鈴鹿市行政組織条例第２条の規定によ

り設けられた部の事務を分掌させるため、次

の表の左欄に掲げる部に、同表の中欄に掲げ

る課及び同表の右欄に掲げるグループを、そ

れぞれ置く。 

 
部 課 グループ 

  
部 課 グループ 

 

 
略 略 略 

  
略 略 略 

 

 
総務

部 

略 略 
  

総務

部 

略 略 
 

 
技術 技術監 契約グループ 土木 

  
   

 



 
監理

部 

理契約

課 

技術管理グループ 

建築技術管理グルー

プ 

  
   

 

 
公共施

設マネ

ジメン

ト課 

計画推進グループ 

建築第一グループ 

建築第二グループ 

設備第一グループ 

設備第二グループ 

  
  

 

 
略 略 略 

  
略 略 略 

 

 
産業

振興

部 

略 略 
  

産業

振興

部 

略 略 
 

 
商業振

興課 

商業支援グループ 地

域資源活用グループ 

  
商業観

光政策

課 

商業支援グループ 地

域資源活用グループ 

観光・モータースポー

ツ振興グループ 

 

 
略   略 

  
略   略 

 

 
略 略   略 

  
略 略   略 

 

 
都市

整備

部 

略   略 
  

都市

整備

部 

略   略 
 

 
住宅政

策課 

  略 
  

住宅政

策課 

  略 
 

 
  

  
公共施

設政策

課 

公共施設マネジメント

グループ 建築第一グ

ループ 建築第二グル

ープ 設備第一グルー

プ 設備第二グル―プ 

 

 ２ 鈴鹿市行政組織条例第２条の規定により設

けられた技術監理契約課の事務を分掌させる

ため、同課に契約グループ、土木技術管理グ

ループ及び建築技術管理グループを置く。 

（局の設置）  



第３条の２ 産業振興部の事務を分掌させるた

め、同部に次の表の左欄に掲げる局及び同表

の右欄に掲げる室をそれぞれ置く。 

 

 局 室 
  

   

 観光・モータース

ポーツ局 

観光・モータース

ポーツ振興室 

     

（室の設置） （室の設置） 

第４条 第３条の規定により設置された課の事

務を分掌させるため、次の表の左欄に掲げる

課にそれぞれ同表の右欄に掲げる室を置く。 

第４条 前条第１項の規定により設置された課

の事務を分掌させるため、次の表の左欄に掲

げる課にそれぞれ同表の右欄に掲げる室を置

く。 

 
  略 

  
  略 

 

（課、局及び室の事務分掌） （課及び室の事務分掌） 

第５条  略 第５条  略 

２ 観光・モータースポーツ局の事務分掌概目

は、次のとおりとする。 

 

(１) 観光政策の総合的企画及び調整に関す

ること。 

 

(２) 観光施設に関すること。  

(３) 観光関係団体に関すること。  

(４) モータースポーツ振興に関すること。  

(５) モータースポーツ関係団体に関するこ

と。 

 

３  略 ２  略 

（会計管理者の補助組織） （会計管理者の補助組織） 

第６条  略 第６条  略 

２～４  略 ２～４  略 

５ 会計課の事務分掌概目は、次のとおりとす

る。 

５ 会計課の事務分掌概目は、次のとおりとす

る。 



(１)～(13)  略 (１)～(13)  略 

(14) 指定公金事務取扱者の公金出納事務の

検査に関すること。 

 

（主管課の設置） （主管課の設置） 

第７条  略 第７条  略 

２ 前項の主管課は、次の表の左欄に掲げる区

分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる課と

する。 

２ 前項の主管課は、次の表の左欄に掲げる区

分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる課と

する。 

 部 主管課 
  

部 主管課  

   略   略     略   略  

 総務部   略   総務部   略  

 技術監理部 技術監理契約課      

   略   略     略   略  

３  略 ３  略 

（本庁機関の職） （本庁機関の職） 

第18条 次の表の左欄に掲げる部等に、それぞ

れ同表の右欄に定める職を置く。 

第18条 次の表の左欄に掲げる部等に、それぞ

れ同表の右欄に定める職を置く。 

 
区分 職 

  
区分 職 

 

 
部   略 

  
部   略 

 

 
局 局長 

  
  

 

 
略 略 

  
略 略 

 

２ 前項に規定するもののほか、次の表の左欄

に掲げる部等に、それぞれ同表の右欄に定め

る職を置くことができる。 

２ 前項に規定するもののほか、次の表の左欄

に掲げる部等に、それぞれ同表の右欄に定め

る職を置くことができる。 

 
区分 職 

  
区分 職 

 

 
部   略 

  
部   略 

 

 

局 
副参事、主幹、副主幹、主査、

副主査 

  

 
 

 

 
略 略 

  
略 略 

 



 第18条の２ 本市に技術統括監を置く。 

 ２ 前項の技術統括監を補佐する職として参事

を置くことができる。 

（局長の基本的職務） （技術統括監の基本的職務） 

第20条の２ 局長は、局の所掌事務の全てを掌

理し、事業の企画、推進及び評価について総

括し、局の最高責任者として所属職員を指揮

監督するとともに、他課との調整を行う。 

第20条の２ 技術統括監は、技術監理契約課の

所掌事務の全てを総括し、所属職員を指揮監

督するとともに、他部との調整を行う。 

 ２ 前項に定めるもののほか、技術統括監は、

建設技術に関し、必要な範囲で他部の職員を

指導することができる。 

別表第１（第５条関係） 別表第１（第５条関係） 

 
課 事務分掌概目 

  
課 事務分掌概目 

 

 
略 略 

  
略 略 

 

 
技術監

理契約

課 

略 
  

技術監

理契約

課 

略 
 

 
公共施

設マネ

ジメン

ト課 

(１) 市有建築物等の調査 

、設計及び工事に関する

こと。 

  
  

 

 
(２) 市有建築物の再編及

び活用に関すること。 

  
 

 

 
(３) 鈴鹿市公共施設等総

合管理計画に関すること 

 。 

  
 

 

 
(４) 鈴鹿市公共建築物個

別施設計画に関すること 

 。 

  
 

 

 
略 略 

  
略 略 

 



 
廃棄物

対策課 

 

 

(１)～(11)  略 
  

廃棄物

対策課 

 

 

(１)～(11)  略 
 

 
(12) 産業廃棄物の不法処理

に関すること。 

  
(12) 産業廃棄物に関するこ

と。 

 

 
(13) 一般廃棄物の不法処理

に関すること。 

  
(13) 不法処理に関するこ

と。 

 

 
(14)・(15)  略 

  
(14)・(15)  略 

 

 
略 略 

  
略 略 

 

 
障がい

福祉課 

(１)～(10)  略 
  

障がい

福祉課 

(１)～(10)  略 
 

 
 

  
(11) 三重県ユニバーサルデ

ザインのまちづくり推進条

例（平成11年三重県条例第

２号）に基づく適合証の交

付等に関すること。 

 

 
(11)～(13)  略 

  
(12)～(14)  略 

 

 
略   略 

  
略   略 

 

 
商業振

興課 

(１)～(10)  略 
  

商業観

光政策

課 

(１)～(10)  略 
 

 
 

  
(11) 観光政策の総合的企画

及び調整に関すること。 

 

 
 

  
(12) 観光施設に関すること 

 。 

 

 
 

  
(13) 観光関係団体に関する

こと。 

 

 
 

  
(14) モータースポーツ振興

に関すること。 

 

 
 

  
(15) モータースポーツ関係

団体に関すること。 

 

 
略 略 

  
略 略 

 

 
建築指

導課 

(１)～(13)  略 
  

建築指

導課 

(１)～(13)  略 
 

 
(14) マンションの再生等

  
(14) マンションの建替え

 



の円滑化に関する法律（

平成14年法律第78号）に

基づく要除却マンション

の認定等に関すること。 

等の円滑化に関する法律

（平成14年法律第78号）

に基づく要除却マンショ

ンの認定等に関すること 

 。 

 
(15)・(16)  略 

  
(15)・(16)  略 

 

 
(17) 三重県ユニバーサル

デザインのまちづくり推

進条例（平成11年三重県

条例第２号）に基づく協

議等に関すること。 

  
 

 

 
住宅政

策課 

(１)～(３)  略 
  

住宅政

策課 

(１)～(３)  略 
 

 
(４) マンションの再生等の

円滑化に関する法律に基づ

くマンション再生組合の設

立等に関すること。 

  
(４) マンションの建替え等

の円滑化に関する法律に基

づくマンション建替組合の

設立等に関すること。 

 

 
(５)～(７)  略 

  
(５)～(７)  略 

 

 
(８) 住生活基本計画に関す

ること。 

  
(８) 鈴鹿市住生活基本計画

の推進に関すること。 

 

 
(９)～(16)  略 

  
(９)～(16)  略 

 

 
  

  
公共施

設政策 

(１) 工事の請負契約に関す

ること。 

 

 
 

  
課 (２) 市有建築物の建築工事

の設計及び監理に関するこ

と。 

 

 
 

  
 (３) 市有建築物の耐震診断

及び耐震補強計画に関する

こと。 

 

 
 

  
 (４) 市有建築物の電気設備

 



及び機械設備工事の設計及

び監理に関すること。 

 
 

  
 (５) 市有建築物の維持修繕

工事の設計及び監理に関す

ること。 

 

 
 

  
 (６) 鈴鹿市公共施設等総合

管理計画に関すること。 

 

 
 

  
 (７) 鈴鹿市公共建築物個別

施設計画に関すること。 

 

別表第２（第５条関係） 別表第２（第５条関係） 

 
室 事務分掌概目 

  
室 事務分掌概目 

 

 
略   略 

  
略   略 

 

 
ものづ

くり産

業支援

センタ

ー 

  略 
  

ものづ

くり産

業支援

センタ

ー 

  略 
 

 
観光・

モータ

ースポ

ーツ振

興室 

(１) 観光政策の総合的企画

及び調整に関すること。 

  
  

 

 
(２) 観光施設に関するこ

と。 

  
  

 

 
(３) 観光関係団体に関する

こと。 

  
  

 

 
(４) モータースポーツ振興

に関すること。 

  
  

 

 
(５) モータースポーツ関

係団体に関すること。 

  
  

 

 
略   略   略   略 

 

  

附 則 



（施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（鈴鹿市職員の管理職手当の支給に関する規則の一部改正） 

２ 鈴鹿市職員の管理職手当の支給に関する規則（昭和４１年鈴鹿市規則第１０号）

の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよう

に改める。 
改 正 後 改 正 前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

 
組織 職 支給月額 

  
組織 職 支給月額 

 

 
市長部局 部長 100,000円 

  
市長部局 部長、技術

統括監 

100,000円 
 

 
会計管理

者、理事、

局長、次長 

80,000円 
  

会計管理

者、理事、

次長 

80,000円 
 

 
略 略 

  
略 略 

 

 
略 略 略 

  
略 略 略 

 

  

（鈴鹿市市有財産規則の一部改正） 

３ 鈴鹿市市有財産規則（昭和４３年鈴鹿市規則第２０号）の一部を次のように改正

する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよう

に改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（用語の定義） （用語の定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(１) 課 鈴鹿市行政組織規則（平成９年鈴

鹿市規則第７号）第３条に規定する課、同

(１) 課 鈴鹿市行政組織条例（平成８年鈴

鹿市条例第25号）第２条に規定する技術監



規則第３条の２に規定する観光・モーター

スポーツ局及び同規則第６条第１項に規定

する会計課をいう。 

理契約課、鈴鹿市行政組織規則（平成９年

鈴鹿市規則第７号）第３条第１項に規定す

る課及び同規則第６条第１項に規定する会

計課をいう。 

(２)～(４)  略 (２)～(４)  略 

（鈴鹿市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正） 

４ 鈴鹿市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（昭和４７年鈴鹿市規則

第５号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよう

に改める。 
改 正 後 改 正 前 

（等級別基準職務表） （等級別基準職務表） 

第３条 条例第３条第３項の規則で定める職務

は、次の表のとおりとする。 

第３条 条例第３条第３項の規則で定める職務

は、次の表のとおりとする。 

 
区分 職務

の級 

基準となる職務 
  

区分 職務

の級 

基準となる職務 
 

 
行政

職 

略   略 
  

行政

職 

略   略 
 

 
７級 局長の職務 

会計管理者の職務 

選挙管理委員会の事務局

の長の職務 

  
７級  

会計管理者の職務 

選挙管理委員会の事務局

の長の職務 

 

 
８級  

消防長の職務 

議会の事務局長の職務 

監査委員の事務局の長の

職務 

  
８級 技術統括監の職務 

消防長の職務 

議会の事務局長の職務 

監査委員の事務局の長の

職務 

 

 
略 略   略 

  
略 略   略 

 

２  略 ２  略 

（鈴鹿市職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の一部改正） 



５ 鈴鹿市職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則（平成４年鈴鹿市規則第

６２号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよう

に改める。 

改 正 後 改 正 前 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

 
組織 職 金額 

  
組織 職 金額 

 

 
市長

部局 

部長 12,000円 
  

市長

部局 

部長、技術統括監 12,000円 
 

 
会計管理者、理事、局

長、次長、参事 
9,000円 

  
会計管理者、理事、次

長、参事 
9,000円 

 

 
  略 略 

  
  略 略 

 

 
略   略 略 

  
略   略 略 

 

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係） 

 
組織 職 金額 

  
組織 職 金額 

 

 
市長

部局 

部長 6,000円 
  

市長

部局 

部長、技術統括監 6,000円 
 

 
会計管理者、理事、局

長、次長、参事 

4,500円 
  

会計管理者、理事、次

長、参事 

4,500円 
 

 
  略 略 

  
  略 略 

 

 
略   略 略 

  
略   略 略 

 

  

（鈴鹿市庁内会議に関する規則の一部改正） 

６ 鈴鹿市庁内会議に関する規則（平成７年鈴鹿市規則第２５号）の一部を次のよう

に改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよう

に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（行政経営会議） （行政経営会議） 

第３条  略 第３条  略 

２ 行政経営会議は、次に掲げる者をもって組 ２ 行政経営会議は、次に掲げる者をもって組



織し、代理人の出席は認めない。 織し、代理人の出席は認めない。 

(１)  略 (１)  略 

(２) 部長及び監査委員事務局長 (２) 部長、技術統括監及び監査委員事務局

長 

(３)  略 (３)  略 

３～８  略 ３～８  略 

（部長連絡会議） （部長連絡会議） 

第４条  略 第４条  略 

２ 部長連絡会議は、次に掲げる者をもって組

織する。 

２ 部長連絡会議は、次に掲げる者をもって組

織する。 

(１)  略 (１)  略 

(２) 部長、議会事務局長、監査委員事務局

長、選挙管理委員会事務局長及び会計管理

者 

(２) 部長、技術統括監、議会事務局長、監

査委員事務局長、選挙管理委員会事務局長

及び会計管理者 

(３)  略 (３)  略 

３～７  略 ３～７  略 

（鈴鹿市物品管理規則の一部改正） 

７ 鈴鹿市物品管理規則（平成９年鈴鹿市規則第４１号）の一部を次のように改正す

る。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよう

に改める。 
改 正 後 改 正 前 

（用語の定義） （用語の定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる

用語の定義は、当該各号に定めるところによ

る。 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる

用語の定義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(１) 課 鈴鹿市行政組織規則（平成９年鈴

鹿市規則第７号）第３条に規定する課、同

規則第３条の２に規定する観光・モーター

(１) 課 鈴鹿市行政組織条例（平成８年鈴

鹿市条例第25号）第２条に規定する技術監

理契約課、鈴鹿市行政組織規則（平成９年



スポーツ局及び同規則第６条第１項に規定

する会計課をいう。 

鈴鹿市規則第７号）第３条第１項に規定す

る課及び同規則第６条第１項に規定する会

計課をいう。 

(２)  略 (２)  略 

別表（第７条関係） 別表（第７条関係） 

 
組織 出納員 

  
組織 出納員 

 

 
略 略   略 

  
略 略   略 

 

 
技 術

監 理

部 

技 術 監

理 契 約

課 

庶務担当グループリ

ーダー 

  
技術監理契約課 庶務担当グループリ

ーダー 

 

公 共 施

設 マ ネ

ジ メ ン

ト課 

 
略 略   略 

  
略 略   略 

 

 
産 業

振 興

部 

略 庶務担当グループリ

ーダー 

  
産 業

振 興

部 

略 庶務担当グループリ

ーダー 

 

 
商 業 振

興課 

  
商 業 観

光 政 策

課 

 

 
略 

  
略 

 

 
耕地課 

  
耕地課 

 

 
観 光 ・

モ ー タ

ー ス ポ

ーツ局 

主務課長の指定する

者 

  
 

  

 
略 略   略 

  
略 略   略 

 

 
都 市

整 備

部 

略 庶務担当グループリ

ーダー 

  
都 市

整 備

部 

略 庶務担当グループリ

ーダー 

 

住 宅 政

策課 

住 宅 政

策課 



  
 

    
公 共 施

設 政 策

課 

 

 
略 略   略 

  
略 略   略 

 

  

（鈴鹿市副市長事務分担規則の一部改正） 

８ 鈴鹿市副市長事務分担規則（平成１９年鈴鹿市規則第６０号）の一部を次のよう

に改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよう

に改める。 
改 正 後 改 正 前 

（事務分担） （事務分担） 

第２条 副市長の事務分担は、次に定めるとこ

ろによる。 

第２条 副市長の事務分担は、次に定めるとこ

ろによる。 

(１)  略 (１)  略 

(２) 他の１人の副市長 (２) 他の１人の副市長 

ア  略 ア  略 

イ 技術監理部に属する事務 イ 技術監理契約課に属する事務 

ウ～ケ  略 ウ～ケ  略 

（鈴鹿市情報化推進体制の整備に関する規則の一部改正） 

９ 鈴鹿市情報化推進体制の整備に関する規則（平成２７年鈴鹿市規則第５３号）の

一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよう

に改める。 
改 正 後 改 正 前 

（推進本部の組織） （推進本部の組織） 

第11条  略 第11条  略 

２  略 ２  略 

３ 本部員は、情報統括官である副市長以外の

副市長、上下水道事業管理者、教育長、部

３ 本部員は、情報統括官である副市長以外の

副市長、上下水道事業管理者、教育長、部



長、会計管理者、消防長、議会事務局長、選

挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長及

び農業委員会事務局長をもって充てる。 

長、技術統括監、会計管理者、消防長、議会

事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査委

員事務局長及び農業委員会事務局長をもって

充てる。 

（ＤＸ推進委員会及び専門部会の設置） （ＤＸ推進委員会及び専門部会の設置） 

第14条  略 第14条  略 

２ 推進委員会は、政策経営部長、補佐官等、

防災危機管理課長、総合政策課長、総務課

長、技術監理契約課長、地域協働課長、文化

振興課長、環境政策課長、こども政策課長、

健康福祉政策課長、産業政策課長、土木総務

課長、都市計画課長、経営企画課長、教育総

務課長、消防総務課長、財政課長、人事課長

及び情報政策課長で組織する。 

２ 推進委員会は、政策経営部長、補佐官等、

防災危機管理課長、総合政策課長、総務課

長、地域協働課長、文化振興課長、環境政策

課長、こども政策課長、健康福祉政策課長、

産業政策課長、土木総務課長、都市計画課

長、経営企画課長、教育総務課長、消防総務

課長、財政課長、人事課長及び情報政策課長

で組織する。 

３～６  略 ３～６  略 

（鈴鹿市入札監視委員会規則の一部改正） 

１０ 鈴鹿市入札監視委員会規則（平成２７年鈴鹿市規則第５６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよう

に改める。 
改 正 後 改 正 前 

（庶務） （庶務） 

第９条 委員会の庶務は、技術監理部技術監理

契約課において処理する。 

第９条 委員会の庶務は、技術監理契約課にお

いて処理する。 

 


